
　　　　　第１２章　　学年、学期及び休業日

第４７条　本大学院の学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。学年は次の２学期に分
ける。

　　　　　　春学期　　　　４月１日から９月３０日まで
　　　　　　秋学期　　　１０月１日から翌年３月３１日まで
第４８条　定期休業日は次のとおりとする。

⑴　国民の祝日に関する法律に規定する休日
⑵　日曜日
⑶　創立記念日　　　１０月１５日
⑷　春期休業日　　　　４月　１日から１０日まで
⑸　夏期休業日　　　　７月　１日から８月３１日まで
⑹　冬期休業日　　　１２月２１日から翌年１月１０日まで

　　　２　学長は、大学院委員会の議を経て休業日を変更し、また、臨時に休業日を定めること
ができる。


